
患者申出療養として実施された医療技術の総括報告書の評価について（案） 

 

１．概要 

○患者申出療養として実施された医療技術の総括報告書に係る評価等については、平成 30年

３月 26 日付「健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申出療養

の実施上の留意事項及び申出等の取扱いについて」に以下のとおり示されているところ。 

「健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律に規定する患者申出療養の実施上の留意事項及び申出等の

取扱いについて」 （平成 30年３月 26日付 医政発 0326第３号、薬生発 0326第２号、保発 0326第２号） 

第７ 患者申出療養実施後の報告等の取扱い 

４ 実施後の取扱い 

（２）保険適用に係る審議について 

患者申出療養については、診療報酬改定及び所定の試験期間等の終了に合わせて、患

者申出療養評価会議において、その安全性・有効性等を評価するとともに、医薬品医療機

器法上の承認の状況等を踏まえ、必要に応じて保険導入等（患者申出療養実施計画の変

更を含む。）についての検討を行うものとする。 

 

○また、平成 28 年４月 14 日の第１回患者申出療養評価会議において、「実施計画に基づく実

施期間が終了した際には、臨床研究中核病院に対し総括報告書の提出を求め、保険収載に

必要な事項等について、患者申出療養評価会議で審議すること」について、了承されたところ。 

 

２．総括報告書の具体的な評価方法等 

○患者申出療養評価会議における総括報告書の具体的な評価方法等について、下記のとおり

提案する。 

 

記 

【評価等の流れ】 

（１）臨床研究中核病院が、事務局に総括報告書を提出する。 

（２）事務局が、総括報告書に不備等がないかを確認する。 

（３）座長が、担当構成員（原則として主担当１名、副担当１名）及び必要に応じて技術委員を選

任する。 

（４）事務局が、担当構成員及び技術委員に総括報告書、評価表等を送付する。 

（５）担当構成員及び技術委員が、総括報告書の事前評価をする。 
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（６）担当構成員及び技術委員が、事務局に事前評価の結果（評価表）を送付する。 

（７）患者申出療養評価会議において、総括報告書や事前評価の結果（評価表）等により、審議

を行い、当該医療技術の技術的評価等を確定する。 

 

【事前評価の方法】 

（１）評価表は、別紙「患者申出療養 総括報告書に関する評価表」のとおりとする。 

（２）主担当または副担当構成員及び技術委員は、事前評価について 

① 有効性、安全性、技術的成熟度等の観点から評価を行う。 

② 主担当が総括を行う。 

（３）技術評価に際し、 

① 有効性、安全性、技術的成熟度については、それぞれ該当する区分に○印を付け、その

理由などをコメント欄に記載する。 

② 主担当は当該医療技術の技術的評価の総括を総合的なコメント欄に記載する。 

③ 主担当は薬事未承認の医薬品等を伴う医療技術の場合、薬事承認申請の効率化に資す

るかどうか等についての助言欄に記載する。 

（４）事務局は、担当構成員及び技術委員から総括報告書の内容について指摘や照会があった

場合、臨床研究中核病院に指摘事項を照会し、作成された回答を担当構成員及び技術委

員に送付する。 

 

以上 
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